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当所会報（パワーアップにいがた）３月号のご案内 
   
当所では毎月会報を発行しており、原則紙媒体で郵送しておりますが、当所 HP には電子データも掲

載しております。過去に発行した会報もご確認いただけますので、是非ご活用ください。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇目次◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
 

・特集 POWER UP INTERVIEW「東北塗装工業株式会社」 

・会員ネットワーク 

・会費改定のお知らせ 

・経営ニュースプラス 

・商工会議所の動き 

・新入会員情報 

・「サイバーセキュリティお助け隊」のご案内 

・景気観測調査 

・ビジネス総合保険制度のご案内 

・中小企業のためのDX事例 

・行政等からのお知らせ 

・インフォメーション、今後の予定 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

全ページ一括表示はこちら！ 

（表紙から裏表紙まで続けて閲覧できます） 
 
会報バックナンバーは下記 URL か右記 QR からご確認ください。 

https://www.niigata-cci.or.jp/tsushin/kaiho_backnumber 
 

【お問合せ】会員サービス課 TEL：025-290-4209（土日祝日を除く 9：00～17：30） 

 

 

 

 

 

ご登録いただいている情報に変更はございませんか？ 
   
当所に届け出ていただいている情報に変更が生じた場合には、なるべくお早めにご連絡をお願いい

たします。各種サービスやご案内を確実にお届けするため、是非ご協力をお願いいたいます。 
 
・事業所名や代表者名が変わった  ・電話番号が変わった  ・法人化した  ・移転した 

・会費の支払方法を口座振替に変更したい  ・当所からの郵送や FAXを止めたい など 
 
変更申請は下記 URL か右記 QR から 

https://x.gd/NyXe2 
 

【お問合せ】総務課 TEL：025-290-4204（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
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当所主催  4/17（木）令和 7年度 経理担当者セミナーのご案内 
   

本セミナーは、「一日で分かる経理セミナー（初級編）～よくわかる経理の実務」と題し、経理・

簿記に興味のある方や今年初めて経理担当になった方に特にオススメです。本日時点で 33 枠の空き

がございます。皆様のご参加お待ちしております。 
 

【日 時】令和 7 年4 月17 日（木）10：０0～17：00 

     ※昼食はお弁当をご用意いたします。 

【会 場】朱鷺メッセ 3階 中会議室 302（新潟市中央区万代島 6-1） 

     ※駐車場は有料です。駐車券のサービスはございません。 

【講 師】中小企業診断士 

㈱プロモーターズ・カンパニー 代表取締役 石川 アサ子 氏 

【定 員】60 名（先着順） 

※残り 33 枠（3/31 時点） 

【受講料】会員 5,000円（税込・10％対象）（消費税額：454 円） 

非会員 20,000 円（税込・10％対象）（消費税額：1,818 円） 
      

詳細・お申込みは下記 URL か QR から 

https://www.niigata-cci.or.jp/archives/22267 
 
【お問合せ】経営相談課 

TEL：025-290-4212（土日祝日を除く 9：00～17：30） 

 

 

 

 

 当所主催 4/23（水）令和 7年度 管理職セミナー（初級）のご案内 
   

本セミナーは、「組織をけん引する初級管理者のためのステップアップ研修」と題し、初級管理者

に求められる役割や現場で実際に起こっている問題を整理し、解決方法の検討、実践、検証といった

能力や、上司の補佐や部下・後輩指導のスキル、目標達成に向けたチームでの仕事の進め方等につい

て学びます。本日時点で 46 枠の空きがございます。皆様のご参加お待ちしております。 
 

【日 時】令和 7 年4 月23 日（水）14：０0～17：00 

【会 場】朱鷺メッセ 2階 中会議室 201（新潟市中央区万代島 6-1） 

     ※駐車場は有料です。駐車券のサービスはございません。 

【講 師】合同会社東公成事務所 代表社員 東 公成 氏 

【定 員】60 名（先着順） 

※残り 46 枠（3/31 時点） 

【受講料】会員 2,000円（税込・10％対象）（消費税額：181 円） 

非会員 9,000 円（税込・10％対象）（消費税額：818 円） 
      

詳細・お申込みは下記 URL か QR から 

https://www.niigata-cci.or.jp/archives/22342 
 
【お問合せ】経営相談課 

TEL：025-290-4212（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
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当所では、経営指導員（職員）を配置して皆様の経営相談に応じておりますが、より高度で

専門的な相談にも対応できるよう、弁護士、税理士、社会保険労務士、店舗デザイナー、弁理

士、専門スタッフなどによる無料窓口相談を実施しております。お気軽にお問合せください。 
 
こんな時なお気軽にご相談ください！（相談は原則無料、秘密厳守です） 
 
・売上を伸ばしたい、生産を上げたい     ・事業資金が不足している 

・帳簿の記帳能力をつけたい         ・人材の確保と定着性を高めたい 

・節税がしたい               ・従業員教育や福利厚生を考えたい 

・取引先の照会、調査や経営情報を知りたい  ・給与体系の見直しや就業規則を備えたい 

・退職金制度を活用したい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

詳細・お申込みは下記 URL か右記 QR から 

https://www.niigata-cci.or.jp/business-support/tax/muryo-madoguchi 
 

【お問合せ】経営相談課 

TEL：025-290-4212（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
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 労務管理のお知らせコーナー ３月号 

  

Ｑ．残業時間数の分単位は切り捨て 

OK？ 

Ｑ．従業員にいくら注意しても長々 

と残業していて…どうしたら良いで 

すか？ 

Ａ．従業員がする残業の理由として、 

「仕事が終わらないから」「残業代が欲 

しいから」などの理由は恒常的な長時間 

労働に繋がります。裏を返せば、残業を 

美化する社風があるのかもしれません。 

残業が減らない原因は経営者や管理職、 

職場風土にあると認識し、自らの変革か 

らスタートです。 

Ａ．そんなことはありません。確かに 

法第 41条に規定される「管理監督 

者」には、残業代や休日手当を支払う 

必要はないと定められていますが、管 

理監督者は「労働条件の決定その他労 

務管理について経営者と一体的な立場 

にある者」とされており、部長、課長、 

店長などの肩書きがあっても、それだ 

けでは管理監督者とはいえません。管 

理監督者であるかどうかは会社内での 

肩書など主観的な事情ではなく、個別 

の実態に即して客観的に判断されま

す。 

なお、深夜手当は管理監督者に対して 

も支払わなくてはなりません。 

Ｑ．不祥事を起こした従業員の賃金か 

ら罰金を差し引いてもよいですか？ 

今月のテーマ 「よくある疑問あれこれ②」Ｑ＆Ａ 

 会社の経営者・人事労務担当者・従業員の皆さんは会社の様々な場面で働き方について疑問に思ったり、考え

たりしたことはありませんか。今回は基本的なルールである「よくある疑問あれこれ」についてのＱ＆Ａをお伝

えいたします。 

Ａ．1日の労働時間の集計で分単位の端数

の切り上げは認められますが、切り捨て 

ることはできません。ただし、１か月の労 

働時間を通算し 30 分未満の端数が出た

場合は切り捨て、30分以上の端数を１時

間に切り上げて計算することはできま

す。 

Ａ．従業員が職場の規律を乱したり、社

会の信用をおとしめたりした場合、従業

員を罰する「制裁」をすることができま

す。制裁には、口頭注意から解雇（懲戒

解雇）までいろいろありますが、どんな

制裁をどのような時に行うか、就業規則

等で定めておく必要があります。 

賃金を下げる「減給」も制裁として認

められますが、1回の制裁の減給額は平

均賃金の半額を超えてはならず、また、

複数の制裁を行う時は、賃金の支払い時

に減給の合計額が給料の総額の 10 分

の１を超えてはいけません。 

 「よくある疑問あれこれ②」Ｑ＆Ａ  

 労働基準法は会社と従業員のどちらもが守るべき大切な法律です。理解しておくことでお互いが働きやすい

会社となり、従業員とのトラブルも素早く対処することができます。 

疑問に思ったことは、日頃からも労使間でトラブルが生じないように確認をしておくことが大切です。 

Ｑ．管理職には残業代を払わなくても 

いい？ 

☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞きください！新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp/ 
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春に多い不調対策 

～自律神経を整える～ 
（ 一社 ）新潟県労働衛生医学協会   

健康づくり推進部  保健師  宗村  綾香  

 

春の暖かさを感じる日が多くなってきました。過ごしやすい気候になってきた一方で、なん

となくだるい、疲れやすいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは春バテと

呼ばれる、自律神経の乱れが関係している可能性があります。今回は、春を穏やかに過ごすた

めに、自律神経を整えるポイントについてご紹介します。 

 

1 自律神経の働き 
 

私たちの体は、自律神経の働きによって、意識していなくても、寒くなれば体を震わせ、血

管を収縮させ体温を上げる、暑くなると汗を出し体温を下げるなど調整しています。また、血

液循環や消化吸収、代謝といった重要な機能もコントロールされています。 

自律神経には、交感神経と、副交感神経があり、この 2 つがバランスをとりながら身体の機

能の調整をしていますが、春は、冬からの激しい寒暖差や、入学・異動などのライフイベント

等、心身のストレスによってバランスが崩れることがあります。「だるい」「イライラ」「や

る気が出ない」のほか、「昼間眠い」「目覚めが悪い」「夜眠れない」などの睡眠の不調も

「春バテ」の特有の症状だといわれています。 

これらの症状により、日常生活に支障が出る場合には医療機関を受診すること、生活習慣な

どを見直し、予防や早期の対応が大切です。 
 

2 自律神経を整えるためのポイント 
 
・寒暖差を感じにくい工夫をしましょう 

冷えを予防し、毎日の温度変化に身体を適応させるために、ストールやカーディガン、温熱

シートなどで温度調整をしましょう。あたたかい食事や、入浴で身体を暖めることもお勧めで

す。 

・規則正しい生活習慣を心がけましょう 

食事の基本は、ごはん・パン・麺などの主食、肉・魚などの主菜、野菜等の副菜の 3 つが揃

った食事です。3 食規則的に食べましょう。また、適度に運動することも大切です。週 2～3

回の有酸素運動や、階段を使うようにする等、身体を動かしましょう。また、決まった時間に

起床し、朝は日光を浴びる等、体内リズムを崩さないようにすることも大切です。 

・副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせましょう 

質のよい睡眠をとるためには、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせることが大切

です。ぬるめのお湯（38～40℃）に入浴しましょう。寝酒や就寝前のたばこ、スマートフォ

ンやテレビなどの使用は控えましょう。 

 

なお、当会では、管理栄養士や保健師による生活習慣に関する教育活動もおこなっていま

す。どうぞお気軽にご連絡ください。 

 

 

TEL：025-232-0151 

（新潟県労働衛生医学協会 業務部 健康づくり推進課） 
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 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界中に大きな混乱や痛手をもたらしたが、100 年以上前、

人類は同じような災禍に見舞われている。新型インフルエンザのスペイン風邪（流行性感冒）である。1918

年秋に国内ではやりはじめ、21年まで大きな三つの波をもたらした。内務省衛生局の『流行性感冒』(22 年）

によれば、約 2380万人（総人口の約 43％）が発症し約 38 万８千人の死者が出たとする。致死率は 1.6％

である。 

 政府は、感染予防を呼びかけるパンフレットやポスターなどを配布。19年１月には『流行性感冒予防心得』

を刊行し、「咳やくしゃみの飛沫で感染するので、病人や咳をする者に近付くな。人の集まるところに立ち入

るな。電車や汽車内では必ずマスクをかけるか、ハンカチや手ぬぐいで口や鼻を覆いなさい。予防のため塩水

か微温湯でうがいしなさい」と記し、「発病したら寝床に入り、すぐに医師を呼ぶこと。看護人以外、病人の

部屋に入らない。医師の許しのあるまで外に出るな」と指示している。21年１月にも各府県に「流行性感冒

ノ予防要項」を配布、「咳やくしゃみをするときはハンカチや手ぬぐいで口や鼻を覆うこと。話をするときは

3、4 尺ほど相手と距離をとる。演説会や講習会などの会合を見合わせ、電車や劇場、寄席、映画館や集会に

行くときはマスクを使用する。理髪業者は仕事中、マスクを使用しなさい」などとある。これを読むと、現代

のコロナ対策と大きく変わらないことが分かるだろう。 

 18 年 10 月 26日の時事新報（夕刊）には、東京の中央郵便局で 70名、神田郵便局で 35 名、中央電信

局（電話）で 135名がスペイン風邪に発症して通信事務が滞り、鉄道でも機関手や車掌に患者が続出、運輸

局では局員の１割が欠勤。「電話も郵便も鉄道も、あらゆる交通機関がついに途絶しないかということは、あ

ながち杞憂ばかりではなくなった」と、インフラに大きな影響が出たと報じている。また、死者の増加で大阪

市の火葬場では遺体の火葬が間に合わなくなり、マスクや熱冷まし用の氷は不足して価格が暴騰した。 

 コロナ禍同様、ワクチン開発競争が勃発。スペイン風邪はウイルスによる感染症だが、北里研究所や伝染病

研究所をはじめ、当時はインフルエンザ菌を想定した多種多様なワクチンが多くの機関で製造され、多くの国

民に投与された。もちろん効き目はないが、効果があったとする科学論文が多く出された。このように、人類

は同じようなことを何度も繰り返している。だからこそ、過去に学んでその知見を未来に生かすため、歴史を

学ぶ必要があるのだ。 

 

 

 

 

 

 

業況 DI は、改善も、依然として厳しさ続く。先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念。 

・全産業合計の業況 DI は、▲28.9（前月比＋4.3 ポイント） 
 

・緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が緩和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の増加

がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連が堅調に推移する一方、半導体不足や東南アジアでの感

染拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への影響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油

価格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う人件費の負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとな

っており、中小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。 
 

・先行き見通し DI は、▲21.6（今月比＋7.3 ポイント） 
 

・活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がってい

る。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、資源価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価

格転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、先行きへの慎重な見方が続く。 

 

詳細は、日商ホームページ（ https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html ）を参照。 

 
日本商工会議所 早期景気観測 調査結果のポイント  LOBO 調査 2025 年 2 月結果  

 

 

業況 DI は、コスト増が続く中、天候不順で全業種悪化。先行きは、改善示すも不変的な見方多く、力強さ欠く。 
 
・全産業合計の業況 DI は、▲20.5（前月比▲5.1 ポイント） 

 
・小売業・サービス業は、年始需要が一服する中、急激な気温低下による客足減少と電気代等のコスト増で悪化した。 

卸売業は、飲食料品や日用品の引き合い減少で悪化した。また、製造業では、機械器具関係全般が力強さを欠き、建 

設業は、公共工事が一服する中、一部で降雪による工事停滞の影響が見られ、悪化した。（全業種で業況 DI が 1.0

ポイント以上悪化したのは、2024 年６月以来８か月ぶり）。 

・長引く物価高に伴う消費マインドの低迷、円安基調や燃油価格の上昇に伴うコスト負担増、深刻な人手不足など長期 

的課題の山積が続いている。様々なコスト増が続く中、２度に渡る大寒波の影響もあり、中小企業の業況は２か月連 

続で悪化を示した。 
 

・先行き見通し DI は、▲15.6（今月比＋4.9 ポイント） 
 
・足元で実質賃金がプラス基調で推移する中、新年度関連商品等の需要増への期待感が小売業を中心にうかがえる。 

・一方、長期化する消費マインドの低迷、コスト負担増、人材不足、価格転嫁など、下振れリスクは多い。また、第

２次トランプ政権による世界情勢の不安定を懸念する声も引き続き聞かれた。中小企業の先行きは、改善を示すも、

不変的な見方が多く、力強さを欠く状況が続いている。 
 

詳細は、日商HP（https://cci-lobo.jcci.or.jp/）を参照。 
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